
Ⅸ．簡易専用水道の管理及び３４条機関のあり方 

 
１．簡易専用水道の管理について 
 

(1) 簡易専用水道に関する制度 
 
簡易専用水道は水道事業者から供給を受ける水のみを水源とするものであり、水道

事業者が適正な運営を行っている限り、水源として供給される水は水質基準に適合し

た清浄な水と考えられる。しかし、受水槽で一旦受け入れた後は簡易専用水道の施設

を経て給水されることから、その管理が適正に行われない場合には給水される水の水

質が水質基準に適合しないものとなるおそれがある。このような理由から、水道法で

は、第３４条の２において、簡易専用水道の設置者は、厚生労働省令で定める基準に

従い、その水道を管理しなければならないこととされている。具体的には以下のとお

りである。 
 
① 水槽の掃除を１年以内ごとに１回、定期に、行うこと。 
② 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要

な措置を講ずること。 
③ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常

を認めたときは、水質基準に関する省令の表の中欄に掲げる事項のうち必要なも

のについて検査を行うこと。 
④ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときには、直ちに給

水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる

措置を講ずること。 
 
これらの管理が適正に実施されるよう、設置者はその水道の管理について、１年以

内ごとに１回、定期に、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の指定する者の検査を

受けなければならないこととされている。この検査として、施設の外観検査、給水栓

における水質検査、書類検査が実施されている。なお、施設の構造や材質については、

建築基準法に規定されている。 
 
また、簡易専用水道の管理の適正を確保するため衛生行政による適切な監督が必要

である。このため、水道法では、都道府県知事等による、管理基準に適合しないとき

の清掃その他の措置をとるべき旨の改善指示、必要な場合の給水停止命令、管理につ

いての報告徴収や立入検査について規定している。 
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さらに、簡易専用水道等の貯水槽水道の管理体制の一層の充実を図るためには、水

道水を供給する立場である水道事業者が地域の実情に応じて積極的に関与していく

ことが重要となる。このため、水の供給者である水道事業者が、供給規程に基づき簡

易専用水道等の設置者に適正な管理の履行を求めるなど、適切に関与していくことで

管理の徹底が図られるよう、平成１３年に水道法が改正された。 
 
なお、簡易専用水道より規模の小さい貯水槽の有効容量 10m3以下の小規模貯水槽

水道については、都道府県、保健所を設置する市及び特別区の条例・要項等により衛

生管理の指導等が行われている。 
 

(2)  簡易専用水道等の貯水槽水道の管理の現況 
 
厚生労働省は簡易専用水道の衛生管理状況について毎年調査を実施している。最近

の調査結果によれば、全国の設置数は 19 万件を超え増加傾向にあるが、その受検率

は 85%程度にとどまっており、受検施設のうち４割程度で、書類の整備保存の状況、

水槽の周囲の状態等について不適合の指摘があり、さらに、衛生行政の指導対象とな

るレベルの不適合に関する指摘が 1%弱存在している。 
 
また、同時に実施している都道府県等が条例等により定める小規模貯水槽水道の状

況についての調査によれば、全国の設置数は 75 万程度で増加傾向にある。このうち、

受検施設数は 2.5 万程度と横ばいである。受検施設の５割程度の施設で不適合の指摘

がある。 
 
２． 簡易専用水道の管理のあり方 
 
 このように、受検率は横ばいの状況であり、管理の不徹底から水質面での問題が生

ずる場合も一部で見受けられるなど、利用者が水質面での不安を感じる場面が今後も

出てくるおそれがある。このため、引き続き、水道法施行規則に規定される管理基準

に基づく簡易専用水道の管理を徹底していくことが重要であり、関係者は次の通りそ

の役割を果たしていくことが必要である。 
 
簡易専用水道の設置者は、その義務を改めて確認し、適正な管理（管理基準に基づ

く管理及び管理に関する検査の受検）を実施すべきである。 
水道事業者は、簡易専用水道の管理の適正化のため供給規程に基づき積極的に関与

していくことが重要である。供給規程においては、水道事業者と設置者双方の責任を

適正かつ明確に定めることとされており、その具体的内容としては、地域の実情に応

じて異なると考えられるものの、供給規程において、設置者の責任事項（管理責任、
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管理の基準、管理状況の検査）を明確にした上で、水道事業者の責任事項（管理につ

いての助言、指導、勧告、簡易専用水道の利用者への情報提供などの関与の方法）を

定め、これに基づき水道事業者は設置者に対して適切な関与を図るものである。 
 

 また、管理の徹底のためには、当然ながら利用者の視点も重要であり、水道事業者

による積極的な関与は、利用者の関心の喚起に資するものである。 
 
あくまで、設置者を法令等に基づき指導する立場にあるのは、都道府県等の衛生行

政であるが、衛生行政は、このような水道事業者の積極的な取り組みと連携して、指

導体制の強化を図り、管理の適正化、受検率の向上を図ることが重要である。 
 
設置者の管理を技術的な側面から支えるものが、管理に関する検査機関であり、法

令に基づく検査機関の役割は重要である。 
 
３． 簡易専用水道の管理の検査について 
 

(1) 検査機関の役割 
 
簡易専用水道の管理の検査については、その受検の義務は設置者にあるが、検査を

実施する者は、地方公共団体又は厚生労働大臣の指定した者（以下、「指定検査機関」

という。）とされている。これは、一般に設置者は水道の管理に関する専門的知識が

十分でないことを考慮して、専門的な機関による検査を受けることによって管理の適

正化を図るためである。 
 
検査を実施する者としての地方公共団体の機関には、都道府県又は市町村の衛生部

局、保健所、研究所、試験所等のほか水道部局が考えられる。検査体制の整備に当た

っては、検査を実施するに足る体制の整備が重要であるが、これら地方公共団体の機

関が検査機関となることが困難であったり、地方公共団体の機関のみでは検査需要に

対応できない場合が生じる恐れがある。このような状況に対応できるように指定検査

機関の制度が規定されている。指定検査機関については、基本的に検査を科学的かつ

公正に行う能力が求められるとの考え方により、現行では、公益法人に限定されてい

る。なお、指定検査機関の制度については後述するとおり、登録検査機関の制度に移

行する。 
 
検査機関数については、平成１４年２月現在で、指定検査機関は８３機関あり全国

に分布している。一方で、地方公共団体の機関の検査の実績については地域差が大き

く、大部分の都道府県や保健所設置市・特別区では実績がなく、大部分の簡易専用水
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道の検査は指定検査機関で実施されている。 
 

(2)  簡易専用水道の管理の検査の方法 
 
 簡易専用水道の管理の検査は、水道法において厚生労働省令の定めるところによる

ものとされている。これを受けて、水道法施行規則第５６条では、１年以内毎に１回

とされ、検査の方法その他必要な事項（以下、「検査の方法等」という。）については、

厚生労働大臣が定めるところによるものとされている。 
 
 検査の方法等については、現在、「水道法第３４条の２第２項の検査の方法等につ

いて」（昭和５３年６月５日環水第６３号水道環境部長通知）等において定められて

いるが、その中では、検査として、管理基準で定められる清掃や点検等の汚染防止の

ための措置が適切に実施されてきたかを施設の外観から検査を行う「施設の外観検

査」、水質の異常がないかどうかの検査を行う「給水栓における水質の検査」、設置者

が前回検査以降、適正に管理を行ってきたかを確認するため、設置者の管理の状況や

管理対象となる簡易専用水道に関する書類についてその整理の状況を検査する「書類

検査」を行うことを原則としている。 
その基本的な考え方については現時点においても妥当であると考えられるもので

あり、今回は、これを踏まえ、より具体的な検査方法を別添のとおりとりまとめた。 
 
特に、検査の精度・信頼性の向上を図るとともに、依頼者（設置者）が受検結果を

できるだけ客観的な形で受け取ることができるよう、給水栓における水質の検査につ

いては、色度、濁度を検査項目に加える等できるだけ量的に結果を示すこととすると

ともに、最低限示すべき検査結果の報告内容を新たに示すこととした。 
 
 また、簡易専用水道の管理の検査については、今後、登録制度への移行を踏まえる

と、今回提案した検査の方法に基づき、検査機関間における検査精度が確保されるよ

う、検査方法のガイドラインの整備、各機関における精度管理の推進を行っていくこ

とが必要である。 
 
４． 登録制度について 
 

(1) 規制改革・公益法人改革 
 
平成１３年３月に閣議決定された規制改革３カ年計画（以下「改革計画」という。）

において、基準・規格及び検査・検定といった制度については、企業活動や消費活動

に対して、コスト上昇や選択範囲の限定等の大きな影響を与えるものであり、こうし
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た諸活動への影響が可能な限り小さくなるよう配慮することが重要とされた。これを

踏まえ、同計画では、国が関与する仕組みの必要性の見直し、国が関与した制度を維

持する場合においては行政の関与を必要最小限とし、事業者の自己確認・自主保安を

基本とした制度への移行、基準の国際整合化・性能規定化、重複検査の排除等を推進

することとされている。 
 
簡易専用水道の管理に関する検査についても、改革計画の対象とされ、その検査を

含む管理に関する規制全体を見渡した上で、より実効的な水質確保がなされるよう所

要の措置を的確に講ずることされた。上記１（１）で述べた平成１３年の水道法の改

正はこの規制改革における指摘にも対応したものとなっている。 
 

(2) 登録制度への移行 
 
改革計画の後も引き続き規制改革・公益法人改革の議論が進められ、平成１４年３

月には改革計画が改定されると共に、「公益法人に対する行政の関与の在り方の改革

実施計画」（以下「実施計画」という。）が閣議決定された。実施計画では、「検査」

における国の関与に着目し、指定検査制度について登録機関による実施によるものと

することとされた。ここで「登録機関による実施」とは、法令等に明示された一定の

要件を備え、かつ、行政の裁量の余地のない形で国により登録された効率・中正な第

三者機関による実施とされている。なお、登録制度への移行については、水道法の改

正を伴うものであり、「公益法人に対する行政の関与の在り方の改革実施計画」にお

いて、原則として、平成１５年度中に措置することとされている。 
 

(3) 登録制度のあり方 
 

① 適正な検査を実施できる能力の確保 
 
簡易専用水道の管理の検査については、登録制度への移行後には、公的機関、民間

機関を問わず広く業務を実施できることとなるが、人の飲用に供する水道水を扱う検

査である以上、登録制度は、これまでの検査の質を低下させることなく、簡易専用水

道の管理の一層の充実に資するものでなくてはならない。このため、登録制度への移

行に当たっては、登録検査機関が適正な検査を実施できる能力が確保されるような登

録要件を定める必要がある。 
 
簡易専用水道の管理状態の影響を直接受けるのは簡易専用水道の利用者であり、そ

の管理の状況についての検査は、当然ながら設置者のみならず利用者にとっても、重

要な意味を持っており、登録の要件については、検査機関が信頼できる検査を行うこ
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とを外部から透明性をもって確認できるものとする必要がある。 
 
このため、検査が適正に実施されるための適切な検査体制（検査設備や検査員）の

確保に加えて、検査の精度と信頼性の確保が重要である。精度と信頼性の確保のため

には、検査業務及び検査結果について内部的にチェックし改善できる仕組みがあり、

これを管理できる組織体制（検査部門と信頼性保証部門に責任者を配置した組織体

制）が整備されているとともに、標準作業書による作業のマニュアル化がなされ、検

査結果が外部的にも検証できる仕組みが保持されていることが重要である。また、検

査部門における検査員や責任者、品質保証部門、それぞれの業務遂行能力を継続的に

確保するため、計画的な教育訓練や資格認定を行う仕組みを有していることも重要で

ある。 
 

 このような考え方は、品質保証のシステムとしては、国際的にも一般的なものとな

っており、ISO9000 シリーズ等が定められている。このため、簡易専用水道の管理の

検査として独自のシステムを構築することも論理的には可能であるものの、ISO9000
シリーズが実質的な国際標準として機能している以上、将来の国際的な調和を考慮す

れば、これらを参考にしつつ、これらと互換性のあるシステムを登録の要件として導

入することが適当と考えられる。 
 

② 登録機関に対する査察・認証 
 
また、ISO の制度に見られるように、品質保証体制の導入に当たっては、外部機関

による査察・認証が不可欠であり、簡易専用水道の管理の検査における品質保証体制

の整備に当たっても、その実効性を担保するための措置について十分な考慮がなされ

るべきである。すなわち、登録の要件に適合して業務が行われているかを事後確認で

きるシステムとして、登録期間を設けて更新するシステムを導入するとともに、登録

後に必要に応じて監督を行うことのできるシステムとすることが適当である。 
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別添 
簡易専用水道の管理の検査の方法（案） 

 
１． 検査の実施 
 
（１） 水道法第３４条の２第２項に基づく簡易専用水道の管理に係る検査は、設置

者の依頼に基づき実施するものとする。 
 
（２） 検査に際しては、検査者は清潔な作業衣を着用する等衛生的な配慮のもとに

行うとともに、身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があったとき

は、これを提示すること。 
 
２． 検査の項目 
 
  検査の項目は、原則として、施設の外観検査、給水栓における水質の検査及び書

類検査とする。 
 
３． 施設の外観検査 
 
（１） 施設の外観検査は、簡易専用水道の維持管理の状態がその水質に一見明白な、

障害を与えるおそれのあるものであるか否かを検査するものであって、水槽の

水を抜かずに行う検査として以下に掲げる検査を行うものとする。 
ア 水槽等に有害物、汚水等衛生上有害なものが混入するおそれの有無について

の検査 
イ 水槽及びその周辺の清潔の保持についての検査 
ウ 水槽内における沈積物、浮遊物質等の異常な存在の有無についての検査 

 
（２）（１）の検査に関して必要な検査事項及び判定基準を別表に定める。 
 
４． 給水栓における水質の検査 
 
（１）以下に掲げる検査を行うものとする。 

ア 臭気、味、色及び濁りに関する検査 
イ 残留塩素に関する検査 

 
（２）（１）の検査に関して必要な検査事項及び判定基準を別表に定める。 
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５． 書類検査 
 
（１）以下に掲げる書類の整理及び保存の状況に関する検査を行うものとする。 

ア 簡易専用水道の設備の配置及び系統を明らかにした図面   
イ 受水槽の周囲の構造物の配置を明らかにする平面図 
ウ 水槽の清掃の記録 
エ その他の管理についての記録 

 
（２）（１）の検査に関して必要な検査事項及び判定基準を別表に定める。 
 
６． 建築物における衛生的環境の確保に関する法律の適用がある簡易専用水道の

検査について 
 

建築物における衛生的環境の確保に関する法律（以下、「建築物衛生法」という。）

の適用がある簡易専用水道については、当該簡易専用水道の設置者が地方公共団体

の機関又は水道法第３４条の２第２項に基づく厚生労働大臣の指定検査機関に管

理の状況を示す書類を提出することにより、検査を受けることができるものとする。

ただし、当該書類は、建築物衛生法第１０条に規定する帳簿書類に基づき記入する

ものとする。 
 
７． 検査後の措置 
 
（１）検査終了後は、次に掲げる措置を行う。 
① 検査終了後、設置者に検査済みを証する書類を交付すること。検査済みを証す

る書類には次に掲げる事項を記載した書類を添付すること。 
ア 検査機関の名称及び所在地 
イ 検査員の氏名 
ウ 検査対象施設の名称及び所在地 
エ 検査対象施設の設置者の名称 
オ 検査対象施設の概要 
カ 水槽の槽数、有効容量、形状、設置場所及び材質 
キ 検査の結果 
ク その他必要な事項 

②  検査を行った結果、衛生上問題があると認められた場合には、設置者に対し

て次に掲げる事項について助言を行うこと。 
ア 直ちに立入検査、改善命令等の行政権限を有する者にその旨を報告すること。 
イ 速やかに対策を講じること。 
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（２）（１）②に示す、衛生上問題があると認める場合とは次に掲げる事項をいう。 
① 汚水槽その他排水設備から水槽に汚水・排水が流入している、あるいはそのお

それがあること。 
② 水槽内に動物等の死骸があること。 
③ 給水栓において、残留塩素が全く検出されない、又は、異常な臭気、味、色若

しくは濁りがあること。 
④ 給水栓において、色度及び濁度が水質基準を超過していること。 
⑤ 水槽の上部が清潔に保たれていないため、又は、マンホールの立ち上がりが不

十分であるため汚水が水槽に流入するおそれがあること。 
⑥ マンホール、通気管等が著しく破損しているため、汚水又は雨水が水槽に流入

するおそれがあること。 
⑦ その他、衛生上問題があると認める場合。 
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別表 検査事項及び判定基準 

 

 番号 検 査 事 項 判 定 基 準 等 

 １ 水槽の周囲の状態 点検、清掃、修理等に支障のない空間が確保されているこ

と。清潔であり、ごみ、汚物等が置かれていないこと。水

槽周辺にたまり水、ゆう水等がないこと。 

内部の点検、清掃、修理等に支障のない形状であること。２ 受水槽本体の状態 

亀裂、漏水箇所がないこと。雨水等が入り込む開口部や接

合部のすき間がないこと。水位電極部、揚水管等の接合部

は、固定され防水密閉されていること。 

３ 受水槽上部の状態 水槽上部は水たまりができない状態であり、ほこりその他

衛生上有害なものが堆積していないこと。 

水槽のふたの直接上部には他の設備機器等が置かれてい

ないこと。 

水槽の上床盤の直接上部には水を汚染するおそれのある

設備、機器等が置かれていないこと。 

４ 受水槽内部の状態 汚でい、赤さび等の沈積物、槽内壁や内部構造物の汚れ、

塗装の剥離等が異常に存在せず、また、掃除が定期的に行

われていることが明らかであること。 

外壁塗装の劣化等により光が透過する状態になっていな

いこと。 

当該施設以外の配管設備が設置されていないこと。受水口

と揚水口が近接していないこと。水中及び水面に異常な浮

遊物質が認められないこと。 

５ マンホールの状態 ふたが防水密閉型のものであってほこりその他衛生上有

害なものが入らないものであり、点検等を行う者以外の者

が容易に開閉できないものであること。 

マンホール面は、槽上面から衛生上有効に立ち上がってい

ること。 

 

施 

 

設 

 

の 

 

外 

 

観 

 

検 

 

査 

 

 

（

受 

水 

槽 

） 
６ オーバーフロー管の

状態 

管端部からほこりその他衛生上有害なものが入らない状

態にあること。 

管端部の防虫網が確認でき正常であること。また、網目の

大きさは小動物等の侵入を防ぐのに十分なものであるこ

と。 

管端部と排水管の流入口等とは直接連結されておらず、そ

の間隔は逆流防止に十分な距離であること。 
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７ 通気管の状態 管端部からほこりその他衛生上有害なものが入らない状

態にあること。 

管端部の防虫網が確認でき正常 であること。また、網目

の大きさは小動物等の侵入を 防ぐのに十分なものである

こと。 

通気管として十分な有効断面積を有するものであること。

８ 水抜管の状態 管端部と排水管の流入口等とは直接連結されておらず、そ

の間隔は逆流防止に十分な距離であること。 

９ 高置水槽本体の状態 ２と同じ。 

１０ 高置水槽上部の状態 ３と同じ。 

１１ 高置水槽内部の状態 ４と同じ。 

１２ マンホールの状態 ５と同じ。 

１３ オーバーフロー管の

状態 

６と同じ。 

１４ 通気管の状態 ７と同じ。 

（

高 

置 

水 

槽 

） 

１５ 水抜管の状態 ８と同じ。 

当該施設以外の配管設備と直接連結されていないこと。  

そ

の

他

） 

１６ 給水管等の状態 

水を汚染するおそれのある設備の中を貫通していないこ

と。 

１７ 臭気 給水栓における水に異常な臭気が認められないこと。 

１８ 味 給水栓における水に異常な味が認められないこと。 

１９ 色 給水栓における水に異常な色が認められないこと。 

２０ 色度 給水栓における水が５度以下であること。 

２１ 濁度 給水栓における水が２度以下であること。 

 

水

質

検

査 

２２ 残留塩素 検出されること。 

 

書

類

検

査 

２３ 書類の整備保存の状

況 

簡易専用水道の設備の配置及び系統を明らかにした図面、

受水槽の周囲の構造物の配置を明らかにする平面図、水槽

の掃除の記録その他の帳簿書類の整理保存がなされてい

ること。 
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備考 

 

４について 水槽の沈積物は、水質等により異なるが、多い場合には、おおむね年間２

ないし３センチメートル以内の厚さであること。 

１６について １７から２１の検査に異常が認められ、又は残留塩素が不検出の場合で

あって原因が不明のとき必要に応じて行うこと。 

１７から２２について あらかじめ給水管内に停滞していた水が新しい水に入れ替わ

るまで放流してから採水すること。 

１７、１８、２０及び２１について 水質基準に関する省令(昭和五十三年厚生省令第

五十六号)の検査方法によること。異常を認めた場合には、必要に応じて他の給水栓、

水槽の水及び受水槽直前の水道水についても検査すること。 

１９について ２０の検査と合わせて、色についても検査すること。又は、無色透明の

ガラス製容器(約２００ミリリットル入り)に採水し、気泡等が上昇消失した後、肉眼

で黒又は白色紙等を背景として透視し、沈積物及び浮遊物質の有無を含めて検査する

こと。異常を認めた場合には、必要に応じて他の給水栓、水槽の水及び受水槽直前の

水道水についても検査すること。 

２２について 残留塩素の検査は、水道水の長期間の滞留、水槽又は管の汚れ、汚水等

による汚染等により残留塩素が消費されることに着目した水質判断の指標の一つと

して位置づけるものとする。不検出の場合には、その原因の究明に努めるとともに、

必要に応じて他の給水栓、水槽の水及び受水槽直前の水道水についても検査すること。 

２３について 水槽の掃除の記録その他の帳簿書類とは、水槽の掃除の記録、水槽の点

検の記録、給水栓における水質検査の記録等の簡易専用水道の管理についての記録を

いうこと。 
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